
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日  時  令和６年12月18日（水）午後３時00分から午後３時44分まで 

 

２ 場  所  オンライン会議（川崎市役所本庁舎 301、302会議室） 

 

３ 議  題   

  （１）（仮称）南渡田北地区北側開発計画に係る条例環境影響評価準備書について

（答申案審議） 

  （２）その他 

 

４ 出 席 者  17名 

朝賀委員、佐田委員、一ノ瀬委員、稲垣委員、上田委員、鎌田委員、菊本委員、酒井委員、

高橋委員、田中（伸）委員、田中（恵）委員、中澤委員、兵法委員、南委員、森長委員、

山﨑委員、深見委員 

 

５ 傍 聴 者  １名 

 

令 和 ６ 年 度 第 12 回 

 

川崎市環境影響評価審議会 

 

会  議  録 
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－開 会－ 

○部長 定刻となりました。私は環境対策部長の藤田と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 ただいまから令和６年度第12回川崎市環境影響評価審議会を開始いたします。 

 委員の皆様方には、お忙しい中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。

本日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入る前に、事務局から事務的な確認を行います。よろしくお願いしま

す。 

○課長 環境評価課長の鈴木でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 初めに、委員の出席状況について御報告いたします。 

 本日は、委員20名中、現在16名の御出席をいただいておりまして、半数以上の委員が出

席されておりますことから、川崎市環境影響評価に関する条例施行規則の規定に基づきま

して、本日の審議会が成立していることを御報告申し上げます。 

 なお、本審議会は、川崎市審議会等の会議の公開に関する条例に基づき、原則公開とし

ておりますので、これ以降の途中入室も含め、傍聴人の入室について御了承くださいます

ようお願いいたします。 

 次に、本日の資料についての確認をさせていただきます。 

○事務局 それでは、お手元の資料の御確認をお願いします。 

 本日の資料は、議事次第、資料１－１「（仮称）南渡田北地区北側開発計画に係る条例

環境影響評価準備書についての個別審査意見書」、資料１－２「（仮称）南渡田北地区北

側開発計画に係る条例環境影響評価準備書の審査結果について（答申案）」、資料２

「（仮称）南渡田北地区北側開発計画に係る条例環境影響評価準備書」、参考資料１「第

９回環境影響評価審議会における委員からの質問に対する指定開発行為者の回答」。本日

の会議資料については、以上でございます。資料に不足などはございませんでしょうか。 

○課長 それでは、本日の議題は、「（仮称）南渡田北地区北側開発計画に係る条例環境

影響評価準備書について（答申案審議）」でございます。 

 ここからの議事の進行につきましては、朝賀会長にお願いいたします。よろしくお願い

します。 

○朝賀会長 それでは、本日の議題である「（仮称）南渡田北地区北側開発計画に係る条

例環境影響評価準備書について（答申案審議）」を始めます。 
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 事務局から個別審査意見と答申案についての説明をお願いいたします。 

○事務局 （仮称）南渡田北地区北側開発計画に係る条例環境影響評価準備書についての

個別審査意見書及び審査結果（答申案）について説明－（略） 

○朝賀会長 それでは、ただいま説明がありました条例環境影響評価準備書についての個

別審査意見と答申案につきまして、何か御質問や御意見はございますか。 

 個別審査意見を御提出いただきました菊本委員、この答申案でよろしいでしょうか。 

○菊本委員 風害に関しましては、私の個別審査意見を適切に反映していただいていると

思いますので、御提案いただいたとおりで結構です。ありがとうございます。 

○朝賀会長 ありがとうございます。 

 続きまして、同じく御意見を御提出いただきました高橋委員、この答申案でよろしいで

しょうか。 

○高橋委員 はい。適切に反映していただいたので、このとおりで結構だと思います。 

○朝賀会長 ありがとうございます。 

 また同じく御意見を御提出いただきました田中伸治委員は、この答申案でよろしいでし

ょうか。 

○田中（伸）委員 個別の意見を反映していただいたので、この内容で結構だと思います。

ありがとうございます。 

○朝賀会長 ありがとうございます。 

 何かほかに委員の先生から御意見等、御質問等はございますか。 

（ なし ） 

○朝賀会長 それでは、ほかにないようでしたら、答申案のとおり答申することといたし

ます。 

 これをもちまして、（仮称）南渡田北地区北側開発計画に係る条例環境影響評価準備書

についての答申案の審議は終了といたします。 

 次に、その他ですが、事務局から何かございますか。 

○事務局 その他といたしまして、事務局から事務連絡がございます。 

 今後の予定ですが、次回は年明けの１月14日火曜日、午前10時から「（仮称）東扇島物

流施設建設計画」の答申案審議と、「（仮称）高津物流施設計画」の事業者説明について、

オンラインでの開催を予定しております。 

 また、１月22日に水曜日、午後３時から「（仮称）小杉町一丁目計画」の答申案審議に
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ついて、同じくオンラインで開催予定としております。 

 開催通知を後日お送りしますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

○朝賀会長 それでは、これをもちまして、審議を終了いたします。 

 本日は大変にありがとうございました。 

－閉 会－ 


